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沖合で漁業を行う一本釣漁船やイカ釣漁船の移動や

操業時に、海難事故や違反操業、不審船の航行、大

型船舶の停泊等を監視してもらい、それらが視認され

た際の連絡･記録を徹底する。

漁業･漁村を守る「沖船頭」
沖船頭は、明治39年に30数名が死亡した海難事故を

きっかけに誕生した組織（制度）で、①海難事故防止のた

めの日和見だけでなく、②時化等による沖止め判断、③

他地区との漁業調整、④行事や祭事の指揮など、漁村に

とって重要な役割を果たす。

沖合域の監視ネットワーク強化の基本方針

 
● 監視体制：無線を搭載して沖合で漁業を営む一本釣漁船及びイカ釣漁船の全船。 
 
● 監視方法：各漁船の移動時や操業時に監視活動を行い、下記の異常を視認したら、その

位置情報や状況を日報に記録し、報告する。 
 
● 監視内容：海難事故、違反操業、不審船の航行、大型船舶の停泊、その他特異的な環境異

変等の情報（サメ･イルカの出現、航行を阻害する漂流物の情報等）。 
 
● 連絡体制：緊急時の連絡体制は、以下のとおり。 

七里ヶ曽根における外国籍漁船の航行 七里ヶ曽根における大型貨物船の停泊 


